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河口湖冬花火　クラウドファンディング目標達成。
皆さまの想いが富士の麓に大輪の花を咲かせました。
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ドッジボール日本代表
 大石 泰香選手が表敬訪問

倉澤 雄三様 山梨県知事より
交通安全功労表彰を受彰

お お い し 　や す 　か

く ら さ わ 　 ゆ う ぞ う

　ドッジボール日本代表大石泰香選手が表敬訪問され、昨年
11月20日～23日にマレーシアで行われた「Asian Dodgeball 
Championships 2025 in Malaysia」において日本チーム
が優勝を果たしたことの報告をされました。
　今後も大石様のご活躍を期待しています。

　22年間の長きにわたり、交通安全活動を積極的に実践し交
通事故防止に貢献されている勝山地区の倉澤雄三様が、山梨
県知事より交通安全功労表彰を受彰されました。
　倉澤様は、富士吉田交通安全協会勝山支部において、街頭
指導や歩行者の保護誘導活動、地域の祭事や大会での交通
警護活動、勝山小での交通安全教育等、多方面から地域の交
通安全対策に尽力しており、現在は勝山支部長として活躍さ
れている功績が認められ、今回表彰されました。

　　ラ・ヴェルデュール木村屋様のご協力により、音楽のまち
づくり事業の焼印を作成していただきました。
　ロゴマークの入ったお菓子は事業のＰＲなどに活用されるほ
か、店舗でも購入することができます。

　また、ラ・ヴェルデュール木村屋様は、日本の一流店を紹介
する『Japan Brand Collection2026』に掲載されました。
　この快挙を受け、選ばれる商品づくりの秘訣を伺うために町
長が訪問。熱心な意見交換を行いました。

ボディケア製品を
ご提供いただきました

「音楽のまちづくり事業」
コラボレーションお菓子が誕生

　松山油脂株式会社 富士河口湖工場 
様より、ボディケア製品をご提供いた
だきました。ご提供いただきましたボ
ディケア製品は、新生児訪問時、婚姻
届の提出時、特定保健指導後の測定
会など様々な場面で配布させていた
だく予定です。
　この度は町の事業への温かなご理
解とご協力に、心より感謝申し上げま
す。

提供していただいた製品
※旧品のため、現行品とは処方
　およびパッケージが若干異な
　ります。
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　河口湖北中学校の額谷 嶺生さん、堀内 梗牙さん、貴家 佑
斗さん、梶原 伊織さんが「第30回全国中学校通信制・学年別
インドアローイング大会」の選考を経て、3月20日･21日に福
井県で開催される「第21回全国中学校選抜ローイング大会」
への出場を決め、2月10日に表敬訪問されました。
　全国大会での活躍を、心から応援しています。

小立地区の三十番神堂・
囲い堂の修繕工事が完了

　小立地区の妙法寺境内に所在する町指定有形文化財（建造
物）の三十番神堂は、明治22年（1889）に再建されて以降、
建物を包み込むように建立された囲い堂に保護され、今日ま
で良好な状態で保存されてきました。この文化財を風雨から
守ってきた囲い堂の屋根の経年劣化をはじめ、柱にゆがみな
どが生じていたことから、昨年秋から修繕工事が実施され、こ
のほど工事が完了しました。貴重な町指定文化財の三十番神
堂を保護する役割を果たす囲い堂が修繕され、後世に継承す
るうえで万全な措置が図られました。

ぬかや　れお ほりうち きょうが さすが   ゆう

と かじはら　い おり

●お問合せ　政策企画課 広報統計係 　℡ 0555-72-1129

お気軽にご投稿ください♪

町内で撮った写真なら、
どんな写真でもＯＫ！

写真の投稿はこちらから
「利用者登録せずに申し込む方

はこちら」をタップ

まちかど写真館 

Pham Thu Ha( 大石 ) 「逆さ富士と冬花火」Pham Thu Ha( 大石 ) 「逆さ富士と冬花火」

渡辺 学 （河口）渡辺 学 （河口）
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　令和７年度の日本赤十字社会費納入のご
報告をします。
　富士河口湖町の会費納入総額は
4,822,500円でした。自治会･区を通して
の納入については10％の事務費交付金を
お渡ししました。会費の集金等にご協力い
ただきました自治会長・区長、隣組長の皆様
に感謝申し上げます。
　赤十字社は人道的救護機関であり、自主
性、中立性を守るため、この活動資金を国や
特定の団体に頼るのではなく、広く一般の
みなさまにご協力を呼びかけています。
　日本赤十字社は、災害時は医療支援、こ
ころのケア、救援物資の配布などを、平時は
救急法の講習普及、ボランティアや青少年
赤十字の育成などの活動を行っています。
日本赤十字社の継続的な活動にご理解い
ただき、引き続き会費納入のご協力をお願
いします。
●問合せ　福祉推進課 社会福祉係
　　　　　　℡ 0555-72-6028

　日本国内に住むすべての人は、20歳にな
った時から国民年金の被保険者となり、国
民年金保険料の納付（支払い）が義務付け
られています。学生の方については、申請に
より在学中の国民年金保険料の納付を猶
予する制度が設けられています。それが学
生納付特例制度です。
■対象となる方
　学校教育法に規定する大学（大学院）、短
期大学、高等学校、高等専門学校、専修学
校及び各種学校（修業年限１年以上である
課程）に在学する学生等で、ご本人の前年
所得が基準額以下であることが条件です。
※学生納付特例の承認期間は４月から翌年
３月までとなりますが、承認を受けた次の年
度も在学予定である場合は、４月初めに再
申請のハガキが届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申請をご
希望の場合は、必要事項を記入の上ご返送
ください。
●問合先　
　日本年金機構大月年金事務所 
　　　　　　℡ 0554-22-3811
　町役場 住民課 国保年金係 
　　　　　　℡ 0555-72-1114

　子ども・子育て支援法等の一部を改正す
る法律（令和６年法律第47号）の施行に伴
い、令和８年度から、「子ども・子育て支援金
制度」が始まります。この制度は、社会連帯
の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全
世代・全経済主体が支える新しい分かち合
い・連帯の仕組みです。
　制度の開始に伴い、令和８年度より、現在
の国民健康保険料の賦課区分に加えて、子
ども・子育て支援金分が追加されることに
なります。
　子ども・子育て支援金の賦課など詳細は、
決まり次第、町の広報等でお知らせします。
●問合せ　住民課 国保年金係
　　　　　　℡ 0555-72-1114

　「富士河口湖町ジュニア防災士講座活動
報告展」を下記のとおり開催いたします。
　子供たちの学びの成果を是非ご覧くださ
い。
■日　時　３月１０日（火）～３月２２日（日）
■場　所　河口湖ショッピングセンター
　　　　　２Ｆ　イベントスペース
　皆様のご来場心よりお待ちしております。
●問合せ　地域防災課 防災係 
　　　　　　℡ 0555-72-1170

　縦覧は、固定資産税の納税義務者が
「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により他の
土地や家屋の価格と比較し、自己の土地
や家屋に関する価格が適正かどうかを判
断する制度です。
■縦覧期間　
　4月1日（水）～4月30日（木）
　〔土・日曜日・祝日を除く〕
　8時30分～17時15分
■縦覧場所　町役場１階　税務課窓口
■対象者　
　①富士河口湖町内に土地または家屋を
　　所有する納税義務者
　②①の方と同居されている親族
　③①の方の納税管理人・相続人代表者
　④納税義務者から委任を受けた代理人
■縦覧内容
　[土地]　所在・地番・地目・地積・価格
　　　　（評価額）
　[家屋]　所在・家屋番号・種類・構造・
　　　　　床面積・価格（評価額）・建築年
■必要な物
　・縦覧に来る方の本人確認ができるもの
　 （マイナンバーカード･運転免許証等）
　・印鑑（申請者・所有者が法人の場合）
　・代理申請の場合は委任状
　　（印鑑証明添付）
■留意事項
　・縦覧したい土地・家屋の所在・地番で
　　申請して下さい。縦覧は無料ですが、
　　コピー・撮影はできません。
　・趣旨に反するような申請はお断りする
　　場合があります。
　・土地のみを所有されている方は、家屋
　　の縦覧はできません。また家屋のみを
　　所有されている方は土地の縦覧はで
　　きません。
●問合せ　税務課　資産税係 
　　　　　　℡ 0555-72-1113
※令和8年度の固定資産税の第1期の納期
　限は令和8年4月30日（木）です。

町からのお知らせ
令和８年度 
固定資産税の縦覧について

国民年金の
学生納付特例制度について

「富士河口湖町ジュニア
防災士講座活動報告展」
開催について

ご協力
ありがとうございました
日本赤十字社会費のご報告

国民健康保険に
加入されている皆様へ
令和8年度から
「子ども・子育て支援金制度」
が始まります

2026

トライアスロン公式ルール改正に伴い、選手間の距離確保のため交通規制を
    10分間前倒し延長させていただきます。

  ご迷惑をおかけしますが、皆さまのご協力をお願いいたします。

2026年9月6日㈰ 開催決定！

3月4日(水)より先行エントリーを開始しました。
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町からのお知らせ

　令和8年より固定資産税（償却資産）納税
通知書が国の標準仕様に準拠した様式に
変更になります。
　昨年度まで1枚に記載されていた「納税
通知書兼課税明細書」が「納税
通知書（納税情報）」と「課税明
細書」に分かれます。
●問合せ　税務課 資産税係 
　　　　　　℡ 0555-72-1113

　町では、公共工事のコスト削減等を図る
ため、公共工事で発生する残土（道路下の
砕石や土）の搬出受入地を公募します。
受入れを希望する方は、次のとおりお申込
みをお願いします。

■申請できる方
　土地の所有者
■受入地の要件（※主なもの）
　・富士河口湖町内に所在すること。（空
　　き地又は民間建設工事現場）
　・原則として隣接地、道路と比べて低地
　 （窪地）であること。
※低地以外の土地への搬出（近隣土地、
　道路の高さを超える盛土）については、
　立地条件等により搬出の検討は可能で
　すので、お問い合わせください。
　・概ね３００㎥以上の受入れが可能であ
　　ること。
　・受入地までに運搬車両が安全に通行
　　できる道路があること。
　・周辺土地の環境、境界、雨水流路等に
　　影響を与えないこと。　等
■その他
　・簡易的な敷均しまでを町の負担で行
　　いますので、その後に転圧、造成等を
　　行う場合は、申請者の負担となります。
　・申請された土地は、要件の確認を行
　　った上で台帳に登録し、工事毎に諸
　　条件を勘案の上、搬出先を選定、所有

　　者と協議を行った後に搬出を行います。
　・残土の受入れ（土地の形状変更等）に
　　あたり各種法令等の許認可等が必要
　　な場合は、事前に申請者の負担で申
　　請等を行っていただきます。
※許認可等の要否については、都市整備課
　（℡ 0555-72-1976）にお問い合わせ
　ください。
■申請方法
　「建設発生土受入申込書」に必要書類
　を添えて、町役場総務課に提出してくだ
　さい。
※申込書は、「町ＨＰからダウンロード」又
　は「総務課窓口で取得」
※詳細は、町ＨＰをご確認いただくか、総
　務課管財係までお問い合わせください。
●提出・問合せ
　総務課 管財係　℡ 0555-72-1112

4月2日㊍ 配布予定
4月号広報

広報誌に関するお問い合わせ・情報提供は
政策企画課 広報統計係  ℡0555-72-1129

公共工事の残土の
搬出受入地登録について
～窪地の埋め立てに
　　　ご活用ください。～

　2013年の富士山世界遺産登録の年に誕生して13年、ふじぴょんは町内の子どもからお年寄りまで多くの方に笑顔を
届けてきました。雨の日も風の日もがんばってきたふじぴょんですが、艶やかだったピンク色が薄いピンク色になってき
ました。
　「また綺麗な色でみなさんに笑顔を届けたいぴょん！」というふじぴょんの思い
を叶えるため、クラウドファンディングを始めました。
　期間は令和8年3月31日まで。
　みなさんにたくさんの笑顔を届けてきたふじぴょんにエールをお願いします。
　綺麗になることができた際にはお披露目会を検討中です。

輝きをとりもどせ！
“魂”のリフレッシュプロジェクト

輝きをとりもどせ！
“魂”のリフレッシュプロジェクト

輝きをとりもどせ！
“魂”のリフレッシュプロジェクト

実施中

問い合わせ先　TEL ０５５５－７２－１１２９
本プロジェクトに関すること　政策企画課　ふるさと納税推進室
ふじぴょんに関すること　　　政策企画課　政策調整係

13th

●当プロジェクトは着ぐるみのリニューアルプロジェクトとなります。
●クラウドファンディング型のふるさと納税となりますが町民の方も寄付することができます。
　※町民の方の寄付は、控除の対象となりますが、返礼品はありません。

本プロジェクトの情報拡散についても御協力よろしくお願いいたします。
～町民の方へのお願い～

詳しくはこちらから
インスタグラム
始めたぴょん

固定資産税納税通知書の
様式変更について
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国民健康保険加入者の皆様へ

健康診断申込書
兼状況調査票送付のお知らせ

　毎年４月に「健康診断申込書兼状況調査票」を
対象者（※）に送付しています。

　令和９年３月末時点で４０歳から７４歳になられる方のうち、令和８年４月１日現在、町の国民健康保険に加入されている方

★国民健康保険加入者の健康診断の受診を促進するために「特定健診受診勧奨事業」を行います。
　お一人お一人への健康診断受診勧奨通知を上記調査票と同封しますのでご覧ください。

★健康診断の申込みについては、「町の集団健診」「人間ドック」「希望しない」のいずれか１つを選択し、
　５月８日（金）までに返信してください。
　なお、LINEからの回答も可能です。詳細は調査票・案内通知をご覧ください。

★町の国民健康保険の資格を喪失したとき（社会保険に加入したときなど）は、住民課にて国民健康保険資格
　喪失の手続きをしてください。手続きをせずに集団健診・人間ドックを受診した場合、健診料は全額自己負担
　となります。ご注意ください。

（※）対象者
（画像は昨年のデザインで、今後変更となる場合があります。）

＜封筒＞

～未来の自分の為に！健康診断を積極的に受診しましょう～

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

問い合わせ先　住民課 国保年金係　TEL０５５５-７２-１１１４

　特定健診の結果から、「腹囲・肥満度」「高血圧・高血糖・脂質異常の該当数」「喫煙習慣」による判定基準に該当した人で保健師・
管理栄養士などの専門職が、本人の生活スタイルに合った生活習慣改善プラン（行動目標)を一諸に考えます。個々の状況に合わせて具
体的な方法を提案、行動可能な無理のない目標の達成に向け、継続的(３～６ヶ月)に面接・電話連絡などで無料サポートします。

　特定健診は、健康状態を確認する良い機会です。健診を受けることで、病気の予防や重症化の予防・早期発見・早期治療にもつなが
ります。

問い合わせ先　住民課 国保年金係　TEL０５５５-７２-１１１４

特定健診・特定保健指導の実施について
～国民健康保険に加入されている４０歳～７４歳の方へ～

　町では、生活習慣病の予防のために、国民健康保険に加入されている40歳～74歳の方を対象に＊メタボリ
ックシンドローム（メタボ）に着目した健康診断をおこなっています。
　更に、健診結果の判定により、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる方に対して、保健師・管理
栄養士が生活習慣を見直すサポートをおこなっています。

　　　　　　
　内臓脂肪の蓄積により、高血圧・高血糖・脂質異常を招いた状態です。自覚症状はありませんが、血管の老化である動脈硬化が急速
に進み、放置すると心臓病や脳卒中などの重大な病気や糖尿病性腎症などの合併症につながるリスクがあります。

特定健診 (特定健康診査)・特定保健指導について

特定健診・特定保健指導の流れ

まずは、年に１度、特定健診を受けましょう

◎メタボリックシンドローム(メタボ)とは…

◎特定保健指導の対象とは…

❷ 特定健診の受診 ❸ 結果の判定 ❺ 特定保健指導特定健診のご案内❶  特定保健指導
ご案内通知❹
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　高齢者外出支援事業のタクシー券について、これまで新年度の申請・発行は４月から行っておりましたが令和８年度分からは
申請を３月中にも受け付け、４月に発送する方法を取り入れます。３月中に申請された方には、４月上旬にタクシー券を発送しま
す。４月以降に福祉推進課窓口にて申請される方は今まで通りその場でタクシー券を発行します。

高齢者外出支援事業
～３月から令和８年度タクシー券の申請を受け付けます～

　高齢者外出支援事業の内容については下記の通りとなります。

路線バス
　(シルバー定期券の引換券)

購入代金27,500円全額を助成（自費負担が0円） 
※定期券購入代金により変動します
申請した月の分から、年度末（３月）の分まで、１か月あたり４枚
最大で年間４８枚交付（例：1月に申請した場合12枚の助成）タクシー（タクシー券）

助成内容

●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

歩くことからはじめてみませんか？

富士河口湖ウオーキング協会事務局　
〒401-0301 富士河口湖町船津5542-1 町民体育館内 TEL：0555-73-1220  FAX：0555-73-1217  担当：外川

昭和記念公園ウオーク6月 小田原ウオーク1月

●なまった体を改善しよう！
●メタボリックシンドロームを改善しよう！
●歩きながら色々な世代と交流しよう！のお知らせのお知らせ

　以下のいずれかに該当する方
　・75歳以上の高齢者で、運転免許証を持っていない方
　・年齢問わず、運転免許証を返納した方（返納したことが分かる書類をご用意ください）

　路線バス、タクシーのどちらか一つの助成になります
　・路線バス：富士急バス(株)の運行する路線バスが1年間乗り放題になるシルバー定期券
　・タクシー：町と契約しているタクシー事業者で使用できる、タクシー券(初乗り運賃分料金の助成)
　※利用できる事業者の一覧表はタクシー券と一緒にお渡しします。

　福祉推進課窓口で申請してください。
　※今年度制度を利用されている方も、来年度引き続き利用する場合は申請が必要です。
　※直接役場に申請できない場合は、郵送や各地区出張所経由での申請も可能です。
　※詳細に関するお問合せや、申請書をご希望の方は下記までご連絡ください。

助成対象者

助成内容

申請方法

※助成内容や助成枚数に変更はございません。
※実際に利用できるのは、これまで通り4月以降です。
※シルバー定期券の引換券については変更ございません。

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

町役場が、住民のみなさまの
「マイナンバーカード」の申請や更新を

お手伝いします

マイナンバーカードをスマホに入れることができます
カードがなくても、顔や指紋でログイン

マイナポータルで、情報確認や行政手続きができます

富士河口湖町の
マイナンバーカード★サポートマイナンバーカード★サポートマイナンバーカード★サポート

マイナンバーカード　　　　　　 by 富士河口湖町できること

マイナンバーカード カレンダー
火月 水 木 金 土 日

住民課
8:30‐17:15

住民課
8:30‐17:15

住民課
8:30‐17:15

住民課
8:30‐17:15

住民課
8:30‐17:15

住民課
8:30‐17:15

住民課
8:30‐17:15

住民課
8:30‐17:15

住民課
8:30‐17:15

▼休日交付
9:00‐11:30

春分の日

▼休日交付
9:00‐11:30

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
14:00‐17:00
◎中央公民館

住民課
8:30‐17:15
17:15‐18:30
★窓口延長

住民課
8:30‐17:15
17:15‐18:30
★窓口延長

住民課
8:30‐17:15
17:15‐18:30
★窓口延長

窓口（町役場１F住民課）　（月～金 8:30～17:15）／「交付」「更新」「特急発行」「写真撮影」「その他」
◎中央公民館　（火・木 14:00～17:00）／「新規申請」「マイナ保険証化（保険証との紐づけ）」
▼休日交付　（第２土予約制）／「交付」
★窓口延長　（水17:15～18:30）／「交付」「更新」

16 17 18 19 20 21 22

10 11 12 13 14 15

23 24 2625 27 28 29

3130 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

4/1

3/9

2026 【3月／4月】 MAR／APR

マイナンバーカードのお問い合わせ・予約は、電話０５５５－７２－１１１４（住民課）

マイナンバーカード休日交付日
3月14日㈯ 4月11日㈯ 5月9日㈯

町役場１F窓口 9:00～11:30（予約制）
※予約は前日まで。 ※電子証明証の更新手続きは、平日にどうぞ。

平日に役場へ行けない方へマイナンバーカードのサービス

設置場所 住民課・税務課

書かない窓口
　「書かない窓口」は、マイナンバーカードで、
住民課・税務課に提出する申請書作成を自動化
します。

android

iphone
(iOS)

は「便利を、安心とともに。マイナンバーカード」3月

　スマホに入れるに
は、スマホにインスト
ールしたマイナポータ
ルで利用登録をおこ
ないます。
　その際、①スマホ（マ
イナポータルアプリ）、
②マイナンバーカード、
③数字４ケタの暗証番
号、④英数字パスワー
ドが必要です。

マイナンバーカードを
スマホに入れるために

マイナンバーカード
スマホに入れることが
できます編（30秒）

デジタル庁
YouTubeチャンネル

住民課
8:30‐17:15
17:15‐18:30
★窓口延長

住民課
8:30‐17:15
17:15‐18:30
★窓口延長

※iPhoneでは、Apple
ウォレットへの追加手
順があります。
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　「梶原林作基金助成事業」とは、富士河口湖町地域づくりのために、町民の皆さん、または町に縁のある個人及び団体
が行う地域づくり事業に対し、助成を行う制度です。対象となる事業は以下のとおりです。

梶原林作基金助成事業について
令和８年度助成の申請受付を行います。

■受付期間：令和８年３月１６日㈪から４月１０日㈮まで
■助成までの流れ：①申請書提出　 
　　　　　　　  ②締切後、審査会を開催（6月予定）　 
　　　　　　　  ③各個人、団体は事業を実施
　　　　　　　     ④実績報告書提出　 
　　　　　　　   ⑤助成金交付
■申請方法：指定の申請書に必要事項を記入して、教育委員会文化振興局（河口湖ステラシアター内）まで直接お持ちください。
　　　　　 （郵便、その他の方法では受付できませんのでご了承ください。）
　　　　　　　また、申請代表者には審査会にて助成事業の説明をしていただきます。
　　　　　　※申請書は教育委員会文化振興局にございます。ご希望の方はお問い合わせください。
■お知らせ：本年度の事業募集は今回で終了する予定ですが、助成状況により再度募集を行うことがあります。
　　　　　　詳しくはお問い合わせください。
●お問合せ先：町教育委員会　文化振興局（河口湖ステラシアター内）　℡ 0555-72－5588（火曜日・祝翌日定休日）

③ 活力ある地域づくりのための事業

④ 個性豊かで魅力ある地域づくりのための事業

※令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に行われる事業が対象です。

① 地域の文化振興に資する事業

② 文化芸術の創作及び成果の発表等

【セルフ】10，2７０円（税・カート代・諸経費・昼食含む）
　　　　　但し、２Ｂ（バック）は追加料金　２，２００円
　　　　　　　  ３Ｂ（バック）は追加料金　なし
【キャディー付き】１3，9００円（税・カート代・諸経費・昼食含む）
　　　　　但し、２Ｂ（バック）は追加料金　４，４００円
　　　　　　　 ３Ｂ（バック）は追加料金　１，６５０円

役場２階地域防災課〔船津財産区事務局〕 TEL0555-72-1170
※ゴルフ場では申し込みの受付は出来ませんのでご注意ください。
※申し込み用紙は地域防災課にあります。

　　　　　　 午前　９時から　船津地区在住者
　　　　　　　午前１０時から　船津地区以外在住者
※船津地区在住者から優先的に受付を行います。
※３月１1日㈬は窓口での申し込みのみ受付をいたします。
　電話申し込みは３月１2日㈭から受け付けます。
※土日祝日は申し込みを受け付けませんのでご了承ください。

３/１1㈬～３/２5㈬（既定組数になれば、締め切りとなります。）
　　　　　

プレイ代

申込場所

申込日時

申込期間

3月11日㈬

第59回
富士河口湖町
住民ゴルフ会
参加者募集

第59回
富士河口湖町
住民ゴルフ会
参加者募集

4月2日木
河口湖カントリークラブ
町内在住者　対象者

場　所
日　時

　参加者が既定組数に達した場合や日程の都合が悪い方は、下記日程
において、ゴルフ場主催により【セルフ昼食付】１１,９７０円【キャディ付昼
食付】１５,６００円でプレイすることができます。（ただし、成績の集計や
賞品等はありません。）

　左記日程でプレイを希望される方は、直接ゴルフ場に
申し込みください。

（申し込みの際は、「富士河口湖町の広報を見た」とお申    
　し出ください。）

河口湖カントリークラブ　TEL0555-73-1211

（両日とも受付は３月１2日㈭から）4月13日㈪ ⁄ 4月15日㈬

※ただし、１組に２名以上の
　町内在住者がいること。
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お知らせ

　   ９時３０分～　９時５０分

１０時３０分～１１時１５分

１１時３０分～１１時５０分

１３時１５分～１４時１５分

　９時００分～１０時００分

１０時３０分～１１時３０分

　９時００分～１２時３０分

１３時３０分～１５時００分

　９時４５分～１０時００分

１０時１５分～１０時３０分

１０時４５分～１１時００分

１１時３０分～１２時３０分

　９時００分～１０時００分

１０時３０分～１１時３０分

西 湖 公 民 館

足 和 田 出 張 所

大 嵐 出 張 所

勝山ふれあいセンター駐車場

大 石 出 張 所

河 口 出 張 所

　

精 進 諏 訪 神 社

精 進 出 張 所

本 栖 公 民 館

上 九 一 色 出 張 所

小 立 福 祉 セ ン タ ー

旧本町通り商店街駐車場

富 士 河 口 湖 町 役 場
（庁舎前東側駐車場）

４月  9日㈭
（大越弘人獣医師）

４月１3日㈪
（大越弘人獣医師）

４月１5日㈬
（山口弘司獣医師）

４月１7日㈮
（伊藤宗徳獣医師）

４月21日㈫
（山口弘司獣医師）

登録手数料

予防注射料

合　計

１，６００円

３，1００円

３４０円

5，0４０円

―

３，1００円

５５０円

３，6５０円

登録済

３，０００円

３，1００円

５５０円

６，6５０円

新規登録 再登録

　令和8年度の犬の登録と狂犬病予防注射を下記の日程で行います。
生後３ヶ月以降の犬は、最寄りの会場で登録と注射を済ませてください。

手数料等日時と場所

来場者が多い１5日（水）の役場会場のみ、ドライブスルー方式で実施いたします。徒歩での来場も可能です。

① 車でお越しの方は、必ず徐行してください。
②犬が不安にならないよう必ず飼い主が連れてきてくだ
　さい。
③ フンの処理は責任をもって飼い主が行ってください。
④ なるべくお釣りのでないよう料金をご用意ください。

環境課 生活環境係
TEL 0555-７２-３１６９

役場会場について

●犬の放し飼いと糞の苦情が増加しています。
　放し飼いは犬が苦手な方がいるほか、少しの
　環境の変化で豹変し、他人に危害を加える可
　能性もあります。
　また、糞の放置は衛生面や町の景観面でも悪
　影響を及ぼし、迷惑行為です。
　飼い主の責務を果たし、人と動物が共存する
　町づくりにご協力をお願いします。

飼い主の方へのお願い

２．受付・支払い

富士河口湖町役場庁舎

消防署

３．予防注射

１．一方通行

中
央
公
民
館

庁舎前東側駐車場

犬の登録と狂犬病予防注射について

●集合注射に来られない場合は、必ずかかりつけ
　の病院で予防注射を行ってください。

●犬を登録されている方には後日、狂犬病予防注
　射の案内を発送しますので必ず通知を持参し
　てください。通知が送付されない場合は、お手
　数ですが犬の鑑札をご持参ください。登録が
　確認できない場合、新規登録又は再登録となり
　ます。

●注射中、犬は不安を感じます。
　必ず飼い主が連れてくるよう
　お願いいたします。

注射済票
交付手数料
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① 電話等で環境課に収集依頼を行ってください。
　 収集する粗大ごみの種類と個数を確認・受付します。
② 当日、収集業者が伺います。その際、粗大ごみの写真を撮影します。

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

○ 指定ごみ袋に入らない大型のごみ（合計５個まで）
　（家具、布団、ベット、マットレス、カーペット、自転車、物干しざお　等）
○ 使用済小型家電（個数制限なし）
　（電子レンジ、照明器具、ビデオデッキ、ファンヒーター、扇風機　等）

○ 収集業者は家の中には入りません。あらかじめ玄関先まで粗大ごみを出してください。
○ 家電リサイクル法４品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）、オートバイ、タイヤ類は収集できません。
○ 布団は紐等で縛った状態で１個とします。（ベットの場合、マットレスも個数に入ります）
○ お預かりした個人情報は、「収集支援事業」の利用目的にのみ使用いたします。

収 集 す る 粗 大 ご み

対　象　世　帯

収 集 の 流 れ

　以下の条件に１つ以上該当する世帯で、かつ自らがごみをじん芥処理場等に
出すことが困難な世帯とします。     
　※町内に家族がいる場合は、対象外とします。   
　○ 65 歳以上の方のみで構成される世帯
　○ 障がいを持つ方のみで構成される世帯

申込締切：３月２7日㈮ 

注 意 点

粗大ごみ

申込先・問合せ先　環境課　環境保全係  ℡0555-72-3169

増えています

が

①収集日の朝(8：30まで)
に出しましょう ②正しく分別しましょう

③指定のごみ袋で
出しましょう

前日や夜間のごみ出しは、ごみの散乱の
原因となり近所迷惑になります。

町の指定ごみ袋に入っていないごみは
収集できません。

分別されていないごみは収集できません。

燃える
ごみ

燃えない
ごみ

環境課 環境保全係 TEL 0555-72-3169

〇地域のごみステーションは、使用して
　いる方みんなで管理する施設です。
〇一人ひとりがルールを守り最後まで
　責任を持ってごみ出しをしましょう。ごみ出しルールを

守りましょう！

　粗大ごみのごみ出しに困窮している世帯に対して、春の収集支援事業を行います。
４月上旬頃に実施予定ですので、ご確認ください。

「収集支援事業」のご案内粗大ごみ出し
困難者の
ための
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　みなさんがお住まいの地域に、「民生委員・児童委員」「主任児童
委員」「福祉委員」と呼ばれる方々がいるのをご存じですか？
　「民生委員・児童委員」「主任児童委員」は厚生労働大臣から委嘱
された非常勤特別職の地方公務員で、無報酬で活動しているボランテ
ィアです。「民生委員・児童委員」は地域の身近な相談役、地域を見
守るつなぎ役として、高齢者や障害のある方の見守り、声掛けや、子育
て世帯への支援を行っています。また、「主任児童委員」は、特に子育
て世帯への支援を専門的に行っています。
　「福祉委員」は、様々な福祉ニーズへの素早い対応と安心して暮ら
せる地域づくり推進のために、町長から委嘱された町の行政委員で
す。主に、民生委員・児童委員、主任児童委員のサポート役として、地
域の各種事業に協力しています。
　12月1日に委嘱されました「民生委員・児童委員」「主任児童委員」「福祉委員」をご紹介します。任期はR7.12.1～R10.11.30の3年間
です。地域福祉の増進のため、ご協力お願いします。
　尚、「民生委員・児童委員」「主任児童委員」「福祉委員」は担当地区の自治会･区から選出いただきました。選出にご尽力いただきま
した自治会長・区長の皆様に厚く御礼申し上げます。         

「民生委員・児童委員」「主任児童委員」「福祉委員」をご紹介します

地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」「主任児童委員」、
地域の縁の下のちからもち「福祉委員」をご存知ですか？

外川　政男

渡邉　もと子

梶原　透

一條　幸保

外川　仙造
宮下　太

笠井　淳

三浦　登美

渡邉　みすず

渡辺　京子

三木　幸江

渡邊　ゆき子

長浜地区

西湖地区

根場地区

大嵐地区

髙根　春美

飯高　一夫
小河原　勝
三浦　悦郎
立川　りさ

天野　良二

堀内　常好

梶原　雪代

堀内　ひろ江
黒澤　章

小野　さゆり

(選考中)

伏見　正彦

外川　勇一

保坂　修

渡邉　惠美子
香西　治彦

渡邊　健二
中村　正利

夏山　まゆみ
外川　倍美

中村　久
渡邉　由紀子
木村　みゆき
佐藤　亙

細川　順子
中村　すみ子

大室　栄
古屋　長子
松浦　晃
井出　肇
箭内　登美
金次　奈津子
相澤　実千子
梶原　久美子
渡辺　みゆき
井出　典子
菅谷　円博
中村　清子
前𣘺　みさ子
三浦　春美
渡邉　恵子
梶原　久美子
宮田　和子
(選考中)
渡邉　英子
平井　勇
井出　てる美

石原　道子
小林　敦美

迎　雅彦
堀内　良治
中村　このみ
小野　裕美
(選考中)

渡邊　春子
渡邊　友子
倉澤　成彦
渡邊　秀美
古屋　義幸
古屋　ひとみ
森嵜　和彦
渡邊　幸江
山中　由美子
渡邊　眞司
大石　一義

小佐野　清司
伊藤　一美
小佐野　侯次
倉澤　聖
堀内　薫
渡辺　信

梶原　貞俊
常盤　佳子
三浦　春江
朝比奈　花子
渡辺　安司
三浦　ます子
渡辺　裕子
渡邉　俊雄
渡邉　由美子

渡邊　勇人
濵　伸一
渡邉　美佐子
中山　千秋
丸本　康範

中村　珠美
古屋　京子
流石　力夫

船津 
小立・大石・河口 
勝山・足和田・上九一色 

伊藤　ちづ子
山口　友次
若月　愛美

精進地区

富士ヶ嶺地区

本栖地区

小佐野　和美
小佐野　尚広
倉澤　徹
倉澤　信江
佐野　としみ
小林　房子

渡邊　玲子
山口　志津代
(選考中)

古屋　寛美
古屋　啓子
外川　利砂
渡邊　史子
渡邊　富士子
山中　さち子
相澤　和昌

堀内　つな代
堀内　浪江
堀内　加代子
堀内　とし子
渡邉　とみ子
堀内　勢子
程原　俊子

中村　千代香
白壁　めぐみ
廣井　恵美子
石川　恵里
桂　明美
伯耆　ゆか

中村
上手
下条
中沢
後藤
東村
湯口・ペンション村
松風台

第１区

第2区

第3区

第一自治会
第二自治会
第三自治会
第五自治会
第四自治会
第六自治会

揚町
浜町
大池
若松町
上町
松場町1丁目
松場町2丁目
湖南町1丁目
湖南町2丁目
湖南町3丁目
七軒町1丁目
七軒町2丁目
七軒町3丁目
七軒町4丁目
南台1丁目
南台2丁目
市道町
富士見町1丁目
七軒町中

上の段上
上の段中
上の段下
大久保
河口湖通り
高尾南町

赤坂・富士見タウン
本町
本町2丁目
宮森
浅川

民生委員・児童委員 福祉委員 担当地区 民生委員・児童委員 福祉委員 担当地区

民生委員・児童委員 福祉委員 担当地区

民生委員・児童委員 福祉委員 担当地区

民生委員・児童委員 福祉委員 担当地区

民生委員・児童委員 福祉委員 担当地区

民生委員・児童委員 福祉委員 担当地区

主任児童委員 担当地区

乳ヶ崎
サンコーポラス
河口湖
県営住宅

林
河口湖
ニュータウン

久保

八町屋

西

【問合せ先】福祉推進課　TEL０５５５－７２－６０２８

船津地区 小立地区

大石地区

河口地区

勝山地区

足和田地区

上九一色地区

主任児童委員

富士見2・3・4丁目

勝俣　真由美
小澤　ちどり
赤塚　繁美

町営住宅
県営住宅
高尾町
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　令和８年４月から、富士河口湖町民プールの指定管理者が「スポーツプラザ報徳」に変更となります。４月１日
以降の開館スケジュール等については、以下のとおりです。

開館時間 平日10：00～22：00　/　土日祝10：00～21：00
※7月～9月は9：00～営業開始

会員申込 会員サービス(スポーツプラザ報徳提供)の申込方法やプログラムについては、3月中旬頃に
町ホームページ及び館内掲示にてお知らせします

休館日 毎週木曜日および年末年始のほかメンテナンスによる休館
※4/1.2は指定管理者変更に伴い臨時休館

利用料金 都度利用、回数券の販売額は変更無し

サービス 原則として大きな変更はありません

　町民の皆さまには、日頃より町民プールをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
　このたび、令和8年4月1日より、富士河口湖町民プールの指定管理者として運営管理を担わ
せていただくこととなりました株式会社スポーツプラザ報徳です。
　指定管理者の重要な役割を指定いただくにあたり、地域のみなさまの期待と信頼に応える
べく、身の引き締まる思いで取り組んでまいります。
　町民プールは、日々の健康づくりや体力向上、交流の場として幅広い世代に親しまれている
施設であり、地域の暮らしを支える大切な公共施設です。
　私どもは、これまでの運営方針や実績を尊重しつつ、利用者の皆さまがより安心してご利用
いただけるよう、安全管理・衛生管理を最優先に努めてまいります。
　また、地域の健康増進の一助となる施設として、より多くの方に気軽にご利用いただける環
境づくりを進めてまいります。

　ご利用者みなさまには情報が不足する部分もございますが、施設の利便性やサービスの向
上に積極的に取り組んでまいりますので、今後とも町民プールへのご理解とご協力を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

スポーツプラザ報徳からのご挨拶

令和8年3月　　　　　　　　　
株式会社スポーツプラザ報徳　　
代表取締役　安藤　剛　　　

富士河口湖町民プールの
指定管理について

富士河口湖町民プールの
指定管理について

令和８年４月からの
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★★

〈休館日〉3月8・15・20・22・29日

ご利用のお願い ☆町民の大人の方の同行で、町外の方もご利用いただけます。イベント、教室等は町民に限らせていただきます。
☆館内では水分補給のみ可能となっております。お弁当、おやつはくつろぎルームをご利用ください。
☆教室等の実施中は使用不可となる部屋があります。また、12:00～13:00は閉館します。

子ども未来創造館は富士河口湖町にお住まいの方が利用できる施設です。
入館時には『入館票』を、退館時には『帰る名簿』を記入していただきます。

☆どなたでも☆

☆小学生対象☆ ☆乳幼児親子対象☆
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

令和8年 3月8日～4月4日の予定表令和8年 3月8日～4月4日の予定表

93/8 10 11 12 13 14

2322 24 25 26 27 28

30 3129 4/1 2 3 4

1615 17 18 19 20 21

日 月 火 水 木 金 土

おもちゃ病院

マムベビー

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

つどいの広場ブラウンベア

つどいの広場つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

つどいの広場 育児学級
(PMプレイルーム
　　　利用不可)

（助産師相談）

（子育て相談）
（栄養相談)

（栄養相談)

つどいの広場
(絵本の日)

（お誕生日会）

(こどット
　　パペットの日)

funfunくらぶ
(ミニアドベンチャー)

　壊れてしまったおもちゃをスーパードクターの
皆さんが無料で診察してくれます。修理によっては
部品代を納めていただく場合もありますが、なおっ
たおもちゃはまた宝物になります。

　Mr.グルトンからの難題に挑戦！高学年にも楽し
んでいただけるfunfunならではの工夫がいっぱい
です。

おもちゃ病院の スーパードクター!!スーパードクター!!スーパードクター!!

問い合わせ先 ☎72-6053

※未就学児は必ず保護者と一緒に活動し 
　てください。
※館内ではゲーム機・カードゲームを使っ
　て遊ぶことができません。ご理解・ご協
　力をお願いします。
※教室・イベントに参加していただいた写
　真をお便り等に掲載させていただくこと
　があります。ご了承ください。
✆公衆電話はありませんが、1回10円で
　事務所の電話を使用することが出来ま
　す。気軽に声をかけてください。

☆12:00～13:00は閉館です☆

日曜、祝日は
休館です！

月～金曜日：9：00～18：00
土  曜  日：9：00～17：00

開館時間

～Mr.グルトンからの挑戦状～
ミニアドベンチャーミニアドベンチャーミニアドベンチャーfunfun

日　時：3月26日（木）受付13:30～14:30
持ち物：参加費：なし
申込み：3月14日(土) ～３月25日（水）17:00まで
定　員：６０名　

令和7年度 子ども未来創造館をご利用いただき、ありがとうございました！ 4月からもどうぞよろしくお願いいたします。令和7年度 子ども未来創造館をご利用いただき、ありがとうございました！ 4月からもどうぞよろしくお願いいたします。
こどみらまつり funfunくらぶ

ハロウィン2025 つどい合同行事イベント

休館日休館日休館日

休館日休館日休館日

休館日休館日休館日 休館日休館日休館日

休館日休館日休館日

※お誕生会、1/2バースデーは予約なしで参加していただけます。

　つどいの広場は、０歳から就学するまでのお子さんと保護者が、
自由に過ごすことができる場所です。季節の制作、

身体測定、情報交換等ができ、11:00からはお楽しみの時間もあります。
毎週月・水・金日 時 9：00～11：30／13：00～15：00

☆子育て・栄養・歯科・助産師の各種相談:毎月1～2回 ●助産師相談のみ予約が必要です。

●写真スポットでの撮影、手形足形をとってプレゼント、情報交換など終了までプレイルーム自由利用
　はご遠慮いただきます。

◎お問合せ：子育て支援課　☎72-1174◎

☆つどいの広場☆

　英語の読み聞かせや歌だけで
なく体を使った遊びなどが盛りだ
くさんです。親子で英語を楽しむ
時間を作ってみませんか？

　絵本、わらべうたの紹介とベビーマッサージ
体験です。

日　時：3月10日(火) 10:30～11:00　
参加費：持ち物：申込み：なし

日　時：3月17日(火) 13:30～14:30
持ち物：バスタオル　
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）
申込み：なし

「funfunくらぶ」

☆1/2バースデー：4月7日㈫ 13:30～　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●3月生まれの方は手形・足形をとったカードのプレゼントが
　ありますので、10:30頃までにお越しください。お誕生月でない方も利用できます。
　一緒にお祝いしてください。

☆お誕生会：3月27日㈮ 11:00～

日　時：①3月13日（金） ②4月17日（金）
申込み：①受付中　　　　 ②4月10日（金）
定　員：4名（１人１つ）受付時間：13：00

こどみらマムベビーこどみらマムベビーこどみらマムベビー英語であそぼう withwithブラウンベアブラウンベアブラウンベア
　学校や家ではできない、オリジナルの楽しい体験学
習ができます。天候等の諸事情により時間等の変更を
お願いする場合があります。ご了承ください。
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開館時間 火・木曜日9:30～18:00、水・金曜日9:30～19:00、土・日曜日9:30～17:00 
　　　　　　　休  館  日 毎週月曜日、春分の日（20日）、館内整理日（毎月最後の平日：31日㈫）

大石・河口

上九一色

火・木曜日
（祝日除く）

15:00～18:00

月〜金曜日
（祝日除く）

9:00～17:00
（12:00～13:00は閉館）

各分館の開館時間

問い合わせ：生涯学習館

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

library@fujikawaguchiko.ed.jp

☎TEL0555-73-1212
FAX0555-73-1358

日 月 火 水 木 金 土
3/8 9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 2115

2322 24 25 26 27 28

3029 31 4/1 2 3 4

令和８年 3月8日～令和８年 4月4日の予定表

　春分の日

館内整理日

休館日

●読書会  １４：００～

Pパパ’ｓ　
13：30～

Pエトワール
　13：30～

Pピヨピヨタイム
10：30～
11：30～

Pピヨピヨタイム
10：30～
11：30～

Pピヨピヨタイム
10：30～
11：30～

Pピヨピヨタイム
10：30～
11：30～

Pうさぎの親子
10：00～

休館日

休館日

休館日

休館日

P

P

河口分館  15：30
（読み聞かせ）

大石分館  15：45
（読み聞かせ）

▶感想や疑問を他の人と共有・交換することで、作品の理解を
　深めることを目的とした読書活動です。

▶課題本は図書館カウンターにてご用意しております。

■場　所：生涯学習館　学習室１ ※変更する場合があります。

■申　込：生涯学習館カウンターまたは
　　　　　　　　　　　　　☎0555-73-1212 まで

｢コルシア書店の仲間たち」 須賀 敦子//著

読書会第223回 3/26㈭
　　１4：００

生涯学習館生涯学習館

i WEB利用者カードってなに？

悩んだ時には・・・

図書館の展示コーナー

　「どの本を読んでみようかな」と悩んだときには、

ぜひ図書館の展示コーナーにお立ち寄りください！

　今話題の「旬の本」、最近ドラマ・映画化された「映

像化コーナー」、新聞で紹介された本の「書評コーナ

ー」など多彩な展示コーナーを設置しています。

　他にも司書おすすめの本を紹介する「司書箱」や定

期的にテーマを変えて行われる児童書コーナーでの

展示では、きっとみなさんの気

になる１冊が見つかるはずです。

　新しい本との出会いをお楽し

みください。
　図書館HPで自分のアカウントにログインすると貸出用のバーコ
ードが表示さます。これがWEB利用者カードです！利用者カードを
持っていなくてもカウンターで本を借りることができ、返却予定日
も確認できますので是非ご利用ください。
※ご利用にはメールアドレス登録が必要です。

i 「読書記録ノート」を書いているおともだちへ

　令和７年４月から1年間に「借りた本の数」、「読書記録ノートに記録した本の数」、「イベント参加」で
獲得したマイルを集計します。その後、図書館イベント「ようこそ！おはなし王国」で上位10名のおともだち
を表彰します。
　「読書記録ノート」を書いているおともだちは下記の期日までに提出をお願いします。

「読書記録ノート」とは…
図書館司書がおすすめしている下記のマークがついた本を読んで、本のタイトルと日付を記録する
ノートのことです。

ノートに記録すると貸出によって貯まるマイルに加え、もう１つマイルを貯めることができます！

←このマークが目印！

◆生涯学習館カウンター　３月２９日（日）まで
◆各分館カウンター　　　３月３１日（火）まで

忘れずに提出してね！



なん のみ
それそれそれ

みなさんのやる気を応援します! ○問合先

メールまたはお電話にてお申込み下さい。
☆参加希望プログラム【№】   ☆氏名（ふりがな）   ☆住所（市町村名のみ）　☆携帯番号か自宅番号   
☆【16のみ】通所(園)名・新学年（令和８年度）
総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山   （富士河口湖町町民体育館内）
　　  club223@lcnet.jp（必ず受信設定をお願いします）　　
℡0555-72-4772（留守番電話になっておりますので用件を入力してください。折り返しご連絡いたします。）

申込方法

問合せ先

詳細はホームページをご覧いただくかお問合せ下さい。

富士山
総合型

地域スポーツクラブ

クラブクラブ

富士山富士山 富士河口湖町スポーツ推進事業富士河口湖町スポーツ推進事業
https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/club223.php

４月より各種教室がスタートします

令和７年度　富士河口湖町世界遺産富士山・郷土発見講座

「富士河口湖町の歴史の礎を訪ねる」
いしずえ

第1２回（最終回） 「観光に導いた産業の変遷」
　現在、国内外から多くの観光客が訪れる富士河口湖町。この観光の町としての姿は、地域のさまざまな産業から変遷を
経て成り立ちました。令和５年度に山梨県教育庁生涯学習課のモデル事業として実施した、「山梨ふるさと記憶遺産プロジ
ェクト」では、富士河口湖町内のさまざまな地域の方々から伝統的な産業や観光への変遷の転機となった出来事などを取
材しました。その成果をもとに刊行された書籍の内容を解説いたします。郷土の伝統的な産業がいかにして観光へとシフ
トしたのか、その歩みをたどりましょう！
●日　時：３月18日（水曜日） 19：00～21：00　  ●会　場：富士河口湖町中央公民館　視聴覚室　
●講　師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）　 　　●定　員：40名　申込み不要（自由参加）　 ●参加費：無料
※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。
※開催当日の正午の時点で大雪警報または大雪注意報が発令されている場合は中止とします。

18challenge月間【マットピラティス】（4～6月）　＊夏に向かって引き締めましょう！
12みんなでバドミントン　＊いっぱい動きたい方にオススメ【中学生以上】
13ＺＵＭＢＡ　＊思いっきり踊りましょう【中学生以上】
14朝ヨガ（月２回）　＊自然のパワーをいっぱい浴びよう
15朝ピラティス(月1回)　＊ちょっとやってみたい方にオススメ！
16親子体操教室（月１回）　＊マット運動＆跳び箱＆鉄棒などを体験しよう【年少～年長児】

☆会員限定大人のプログラム【ピラティス（月・木曜日）・ヨガ（火・金曜日）】開催中
☆会員登録の必要なし　いつでもだれでも参加ＯＫ

月曜日夜間
水曜日夜間
金曜日夜間

土曜日早朝

日曜日午前

令和８年４月～下記の取り扱いに変更します

生涯学習課にて発行した専用カードを各施設で提示
↓

本人＋ご家族５名まで優待
3/9（月）～生涯学習課窓口にて発行手続き開始

固定資産を保有している方町内に住所がある方

●住所確認身分証・専用カードで入館無料(優待)になる施設●
〇河口湖美術館
〇河口湖ミューズ館　－与　勇輝館 －

〇河口湖フィールドセンター　－ 船津胎内樹型 －
〇西湖いやしの里根場

〇西湖ネイチャーセンター   － 西湖コウモリ穴 －

　町民優待カード廃止

住所が確認できる身分証
（マイナンバーカード･運転免許証等）を各施設で提示

↓
本人＋ご家族５名まで優待
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学涯 習生
いけ!いけ!いけ!

教育委員会　生涯学習課　TEL 0555-72-6053　FAX 0555-73-1358

●日　時：4月25日（土） 開場 10：00　　開演 10：30（1時間程度）
●場　所：勝山ふれあいセンターさくやホール
●定　員：300名（混乱防止の為、チケットを事前に販売します。）☆当日は自由席
●参加費：中学生以上500円（町外の方600円）　小学生以下無料

※申込みの際に参加希望者の方全員のお名前・住所・電話番号・年齢をご記入いただきます。
※個人情報は、スプリング・フェスタ以外では使用いたしません。
※チケットがなくなり次第終了（チケットがないと入場できません。紛失等にご注意ください。）

●3月16日（月）～4月23日（木）　月～金　9:00～17:00
　（土曜日は子ども未来創造館開館日の9:00～12:00のみ受付 
　　※日･祝日は受付･販売は行いません

●申込・問合先：生涯学習課へ

☆チケット販売期間☆

スプリング・フェス
タ

2026

はるだぞう！ うたうぞう！ おどるぞう！ たにぞうだぞう！はるだぞう！ うたうぞう！ おどるぞう！ たにぞうだぞう！
　「ブンバ・ボーン！」や「バスにのって」作詞＆振付でおなじみ「たにぞうさん」が、今年も富士河口湖町にやってきます。
ご家族、お友達と一緒にうたっておどって楽しみましょう。

申込み・チケットの購入は生涯学習課窓口までお越しください。
（譲渡は原則禁止）

　厳しい寒さを乗り越え３月がやってきました。日ごとに暖かさが増し、吹き抜ける風にも春の香りが感じられ
ます。学校現場では、１年間の思い出をふり返りながら、みんなで成長の喜びを分かち合っていることと思いま
す。今のクラスで過ごす最後の日々を、一日一日大切に過ごしてほしいです。
　卒園・卒業・入学・進級・進学・就職・退職…と、誰もがまた一つ人生の大きな節目を迎えます。新たな生活に
期待が膨らむと同時に、新しい環境への不安を感じやすい時期でもあります。子どもや保護者が不安を抱えて
いる時は、一人で悩まず誰かに相談してみてください。どこへ相談すればよいか分からない時は、教育センター
に声をかけてください。相談員が丁寧に相談に応じます。新年度に向けて、安心して過ごせられるように一緒に
考えていきましょう。みなさまの新たな生活を心より応援しております。

富士河口湖町 教育センターだより 教育センターの活動内容や町内小中学校の様子について、
「センターだより」で紹介しています。➡

【相談のご案内】困っていること、悩んでいること、相談してみませんか
○時間帯／月曜日～金曜日　９：００～１６：００　　○場　所／中央公民館１階
○対　象／お父さん・お母さん・おじいさん・おばあさん・先生方・生徒・児童
○連絡先／富士河口湖町立教育センター　 TEL ０５５５－８３－３０２２　E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

一人で悩まず  ご相談ください
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古の小径
いにしえの こみち

富士河口湖
町の文化財紹介

Introduction of cultural properties of the town  FUJIKAWAGUCHIKO  INISHIE  NO  KOMICHI 
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富士河口湖町と上九一色村（３地区）との合併20周年
　平成18年（2006）３月１日に、富士河口湖町と旧上九一色村の精

進・本栖・富士ヶ嶺地区が合併してから20周年の節目を迎えまし

た。いわゆる「平成の大合併」において全国唯一の分村合併となっ

たこの合併について、20周年の記念の節目に振り返ります。

　旧上九一色村には大字として、古関、梯、精進、本栖、富士ヶ嶺の

５つの地域がありました。このうち、古関、梯地区は御坂山地の阿難

坂（女坂）以北の芦川流域に位置し、甲府盆地との結びつきが強い

地域でした。いっぽう、精進、本栖、富士ヶ嶺地区は、阿難坂（女

坂）以南に位置し、富士山麓の地域との結びつきの強い地域でした。

このことから、旧上九一色村は阿難坂（女坂）が所在する御坂山地

の稜線から南北で地域を分け、北に位置する古関、梯地区が甲府市

に、南に位置する精進、本栖、富士ヶ嶺地区が富士河口湖町に分村し

て同時に合併するという全国的にも例のない事例となりました。平成

15年（2003）11月15日に旧河口湖町、旧勝山村、旧足和田村が合併し

て誕生した富士河口湖町に新たに精進、本栖、富士ヶ嶺の３つの地

区が加わり、現在の富士河口湖町の姿になりました。

　旧上九一色村は、甲府盆地から迦葉坂（右左口峠）を越えて芦川

流域を通り、阿難坂（女坂）を越えて精進、本栖、富士ヶ嶺地区を経

由し、東海道の吉原宿（現在の静岡県富士市）に至る「中道往還」の

経路にあたります。弥生～古墳時代には近畿地方をはじめとする地

域の文化が甲府盆地にもたらされる経路として使用され、中世には

軍事路として重要視されてきました。その証として、甲斐・駿河両国の

国境に面する本栖地区には本栖城跡、石塁、関所跡などの遺跡が多

数あります。甲府盆地と駿河湾を最短距離で結ぶ道であることから、

甲斐国に塩や海産物をもたらす輸送ルートとしても重要な役割を担っ

てきました。

　また、富士ヶ嶺地区には甲府盆地から鳥坂峠を越えて笛吹市芦川

町を縦断し、大石峠、淵坂峠を越えて、富士河口湖町大石地区、長浜

地区、大嵐地区を経て、鳴沢村大田和から富士山の北西麓を南西方

向へ直線的に進んで静岡県富士宮市上井出にて中道往還に合流する

「若彦路」が経由しています。

　旧上九一色村の３地区との合併により「鎌倉街道（御坂路）」、

「若彦路」、「中道往還」という甲府盆地から富士山麓を経由して太

平洋岸にアクセスする歴史の道が３本も富士河口湖町に所在するこ

とになり、まさに歴史の道の宝庫になりました。

　旧上九一色村は、精進湖と本栖湖のふたつの湖をもち、平成15年

に発足した富士河口湖町には河口湖と西湖があり、平成18年の町村

合併により、山中湖を除く富士五湖のうちの４つの湖をもつ町として

新たな歴史が始まりました。西湖と精進湖は、平安時代の貞観６年

（864）に発生した富士山の側火山の噴火である「貞観噴火」の際に

流出した青木ヶ原溶岩流によって剗ノ海が分断されて現在の姿にな

った湖であり、同じ成因をもつ２つの湖が町村合併によって同じ町に

なりました。また、青木ヶ原溶岩流は「貞観噴火」の際に本栖湖にも

流入しており、現在の青木ヶ原樹海に接する湖が富士河口湖町の中

に揃いました。

　旧上九一色村は西八代郡に属していました。八代郡は、古代に律

令体制が確立する頃、甲斐国内に置かれた４つの郡のひとつであり、

甲府盆地の笛吹川左岸から御坂山地にかけての範囲と御坂山地を

越えて富士山麓にまで広い領域をもっていました。郡の領域は山の

稜線や峠を越えて広がるという姿を示す一例でした。明治時代以

降、八代郡は東西に分けられ、旧上九一色村は西八代郡の所属とな

りました。明治22年（1889）に東八代郡に所属していた西湖村が長浜

村との合併に伴い南都留郡に所属が変更となり、富士山麓で古来の

八代郡としての歩みを残すのは旧上九一色村のみとなりました。その

後、117年もの間、この状況が続きます。

　旧上九一色村の精進・本栖・富士ヶ嶺地区が富士河口湖町と合併

し、南都留郡に郡の所属が変更されたことにより、富士北麓一帯が

南都留郡に揃いました。古代以来、平安時代の『日本三代実録』の

記録などにみえる、富士山麓に八代郡の領域が所在する状況は20年

前に終焉を迎えました。20年前の富士河口湖町と旧上九一色村の合

併は、富士山を取り巻く地域の歴史にとって大きな転換点であったと

いえます。

　峠で隔てられていながらも、ひとつの村として歴史を積み重ねて来

た旧上九一色村は、峠や山の稜線が必ずしも領域の境目にならない

ことを示す貴重な一例でした。

■歴史の道の宝庫に

■全国で唯一の事例の「分村合併」

■富士五湖のうち４つの湖が富士河口湖町に

■西八代郡から南都留郡に

■富士北麓一帯が南都留郡に

（生涯学習課文化財係　杉本悠樹）

精進湖から望む富士山と大室山
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した研修は、多様な人々への理解を深め、考え方を育てるき
っかけになっています。
　日常の中で互いの事情を尊重し、子育てや介護の負担を
分かち合い、小さな協力や声かけを重ねることで、生活の安
心感や暮らしやすさが高まります。人々が自分らしく心豊か
に暮らせること。これが共生社会であり、男女共同参画の形
だと考えます。共生社会は法律や制度だけでつくれるもの
ではなく、住民一人ひとりの工夫や支え合い、日常の協力や
対話によって少しずつ築かれるものです。こうした積み重ね
により、安心して生活できる社会に向かっていけるのではな
いかと思います。共生社会とは、家庭や職場、地域での小さ
な取り組みの積み重ねによって育まれ、互いの理解と支え合
いを通して、心豊かに暮らせる社会をつくることができるも
のだと考えます。

　共生社会とは、一人ひとりの思いを大切にし、互いに支え
合いながら安心して暮らせる社会であり、私はこの考え方を
男女共同参画に重ねています。男女が同じ役割を求めるの
ではなく、互いの事情や状況を尊重し、それぞれの立場で公
平に関われることが大切です。子育てや介護、地域の行事
への参加、障害のある方や高齢者への支え合いなど、生活
に応じた柔軟な関わり方が、とても大切かと思います。男女
共同参画は、性別や年齢に関係なく、個々の能力や状況に応
じた支え合いを重視するものであり、家庭や職場や地域の
取り組みに取り入れることで、心豊かに過ごせる環境をつく
ることができます。
　また、厚生労働省が進める「ともいき研修」では、地域で
共に生きる視点から日常生活や行動を見直し、他者との関わ
り方を学ぶ教材や動画、対話の場が提供されています。こう
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男女共同参画推進委員会だより

堀内 詠子
暮らしの中で広がる共生社会～男女共同参画とは

●観光課 観光戦略係  Tel 0555-72-3168

　町では、「宿泊税」の検討のため、令和７年度に「富士河口湖町宿泊税検討委員会」を設置し、当委員会から「同制
度を早急に導入するように」との提言と検討内容についての報告書がまとめられました。
　この連載では、「宿泊税」の検討の背景や、町の考え方を皆さんにお伝えしていきます。

　私たちの町、富士河口湖町。雄大な富士山と美しい湖に
囲まれ、今や世界中から多くの方々が訪れます。しかし、そ

の華やかさの裏側で、これからも選ばれ続ける国際観光地として発展していくための課題も大きくなっています。
　観光客が増えることは町の活気につながりますが、同時に多様な文化に対応した受入環境の整備、交通渋滞や安全対
策、公衆トイレなどの施設の維持・管理といった「住民生活と観光振興の調和に必要な費用」も増大しています。これま
では、皆様からお預かりした大切な税金を中心にこれらを賄ってきましたが、今後、人口減少や少子高齢化が予測される
中で、今の仕組みだけで観光地としての町の魅力を守り続け、住民サービスを維持していくことは難しくなっています。
　そこで導入の提言があったのが「宿泊税」です。これは、町内の宿泊施設に宿泊される方に少しずつご負担
いただくことで、「持続可能な観光まちづくりを、観光を楽しまれる方にも支えていただく」仕組みです。
この税金は、すべて「観光振興」のために使われます。それは結果として、観光客のためだけでなく、
私たちがこの町で暮らし続けるための「安心で美しい生活環境」を守ることにも直結します。

宿泊税

第1回 なぜ、「宿泊税」が必要なの？
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Healthy community building

健 ち く康 りま づの

202６年4月1日より、
RSウイルスワクチンが定期予防接種になります！

RSウイルスとは？

　対象者へは予診票を３月下旬以降個別送付します。
里帰り出産をする方で、里帰り先でのワクチン接種を希望する方は健康増進課にご連絡ください。

詳しくは町ホームページをご参照ください。

対象者
接種時点で妊娠週数２８週０日～３６週６日の妊婦の方

【お問合せ】健康増進課　健康増進係　TEL ０５５５－７２－６０３７

　特に小児や高齢者に呼吸器症状を引き起こすウイルスで２歳までにほぼ１００％の
乳幼児が少なくとも１回は感染するとされています。新生児や乳幼児が感染すると重症
化、入院に至る可能性があります。

妊娠中の方が対象

社協だより社協だより
Social welfare councilSocial welfare council

富士河口湖町老人大学 富士河口湖町社会福祉協議会
　職員募集案内

　富士河口湖町老人大学（渡辺邦夫学長）では、2月5日（木）
勝山ふれあいセンターにおいて第2回目を開講し、約95名が
参加しました。
　講師には、リズムオブラブ主宰 健康安全郷育アドバイザー
の渡辺光美様をお迎えし、フレイル予防のための健康リズム運
動について講義をしていただきました。
　先生に教えていただきながら、音楽にあわせたリズム体操や
リズム運動も実践し、楽しく身体を動かしながら健康で安全
な心と体づくりについて学ぶことができました。

〇3月19日（木）までに履歴書を持参のうえ、当会まで申し込
　みをしてください。3月23日（月）以降に面接日等をご連絡
　いたします。

＜問い合わせ先＞　
　富士河口湖町社会福祉協議会
　富士河口湖町小立2487　町民福祉館ふじやま2F
　　 ☎0555-72-1430

社会福祉協議会　介護職員　若干名

〇勤務場所　　小規模多機能型居宅介護支援事業所
〇業務内容　　介護支援
〇雇用形態　　パート勤務
〇勤務時間　　午前８時から午後６時の時間帯で4～6時間
〇給 与 等　　富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　給与規定によります。
〇資 格 等　　介護職員初任者研修修了者
〇そ の 他　　週２日以上働ける方
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富士河口湖町在宅医療推進協議会から

　　２０２６年がはじまり、日本では約３人に１人が高齢者となると言われ、超高齢社会が進行しています。
　超高齢社会において、非常に問題となる事象に「転倒」があります。高齢者の転倒は、老年症候群（老化現
象）の１つであり、年齢を重ねると避けることが難しい事象です。
　今後、さらに高齢化が進む中で、今現在高齢である方も、そうでない方も、転倒を防ぎ元気でより良い生活
をおくるためには、身体機能の維持・栄養・環境の調整が重要となります。
　今回、転倒予防に効果的なポイント（運動・環境について）をご紹介します。
　ぜひ、皆様の生活にご活用ください。

転倒を防いで元気ですごすために・・・

　転倒と聞くと、「よくあること」「平気平気、ちょっと転んだだけだから
・・・」など、ちょっとしたこととして思われがちです。しかし、高齢者の３
人に１人は転倒すると言われており、転倒した３人に２人は、何らかのケ
ガを負うことが分かっており、転倒した人のうち５％は骨折などの大きな
けがにつながっているのが現状です。
　また、転倒をきっかけに要介護状態になる事も少なくありません。

＊身体に痛みがある場合は痛みに無理のない範囲で行いましょう
＊息苦しくない無理のない、ご自分のペースで行いましょう

転倒予防には、頭と身体を同時に動かす運動が効果的です

●安定した椅子に少し浅く、姿勢よく座ります
●早めのリズムで足踏みをし、自分の決めたテーマの言葉を、できるだけ多く、
　声に出して言いましょう。
　（目安：５秒×５セット）
●テーマ例
　野菜の名前 ／ 果物の名前
　好きな食べ物 ／ 駅名　
　かけ算九九・・・など

転倒について・・・

できる範囲で環境の見直しを・・・

～手軽にできる転倒予防～ 足踏みことば運動

引用：理学療法ハンドブック

　家の中には、使い慣れた様々な生活用品があります。なかでも、床に置かれているもの、
敷いてある物は転倒につながる危険物となりやすいです。
　転倒を防ぐために、整理整頓やちょっとした気配りをしてみましょう。
例：こたつ布団にひっかかり転倒しそう。⇒こたつ布団は、角を広げすぎない。
　 じゅうたんの重なり部分で転倒しそう。⇒じゅうたんを重ねすぎない。重ねるときは、固定をする。
　　小物がたくさん床にあり、またぐように歩く。⇒箱などに入れて１か所にまとめる。

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　介護老人保健施設はまなす　理学療法士　宮下恵津子
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The Kawaguchiko Stellar Theater. The march issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The march issue.

STELLAR THEATER NEWS
KAWAGUCHIKO 河口湖ステラシアター通信 7月号河口湖ステラシアター通信 7月号

STELLAR THEATER NEWS
KAWAGUCHIKO 河口湖ステラシアター通信 7月号河口湖ステラシアター通信 7月号

STELLAR THEATER NEWS
KAWAGUCHIKO 河口湖ステラシアター通信 7月号河口湖ステラシアター通信 7月号

STELLAR THEATER NEWS
KAWAGUCHIKO 河口湖ステラシアター通信 7月号河口湖ステラシアター通信 3月号

会場：河口湖円形ホール
開場／14：00　開演／14：306/21日2026年

ペーター・ヴェヒター（ヴァイオリン）　
後藤　泉　（ピアノ）

出演

ペーター・ヴェヒターヴァイオリンリサイタル
河口湖円形ホールウィーンの香り202６

元ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団メンバーとして世界中に音楽の魅力を広げるヴィルトゥオーゾ

富士山河口湖音楽祭2026 プレ企画富士河口湖町音楽のまちづくり事業

※都合により演奏曲が変更になる場合がございます。

【お問い合わせ】　河口湖ステラシアター　
　　　　　　　　電話番号：0555-72-5588　火曜翌祝日休館日
　　　　　　　　チケット発売日　2026年4月5日（日） 10：00～

町民先行予約　202６年3月28日（土）・29日（日） （営業時間10：00～16：00）
　　　　　　　受付電話番号：0555-72-5588　※電話予約のみ

開場／13：00　開演／14：005/23土

開場／13：00　開演／14：005/24日

料金

料金

町民先行予約　202６年　３月２０日（金・祝）～ ２２日（日） （営業時間  10：00～16：00）
　　　　　　　受付電話番号：0555-72-5588　※電話予約のみ

出演 ・ AI  
・ 家入レオ
・ 川崎鷹也
・ LITTLE (KICK THE CAN CREW)
・ and more…

出演 ・ 柴咲コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ ナオト・インティライミ
・ miwa 
・ MORISAKI WIN（森崎ウィン）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ 山本彩

（野外音楽堂・可動式屋根付）会場：河口湖ステラシアター
12,000円 ※税込 （一般・町民指定席）※３才未満入保護者膝上に限り入場無料

　〈一般お問い合わせ〉 サンライズプロモ―ション　☎0570-00-3337 （平日12：00～15：00）　
　【町民先行・お問い合わせ】　河口湖ステラシアター　電話番号　0555-72-5588　火曜翌祝日休館日

一般発売日
2026年4月4日（土）10：00～

曲目 モーツァルト：ヴァイオリンソナタ 変ロ長調 KV454
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 Op.30-3
シューベルト：ロンド イ長調 D438 ほか

券 種

全席指定

町民料金
４,２００円
２,０００円

一般料金
５,０００円
２,５００円

区 分
一般

高校生以下
※３才以下のお子様の入場はご遠慮願います。
　尚、観覧可能な母子室はございませんので、予めご了承ください。
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　河口湖ステラシアターや河口湖円形ホールで行われるコンサートの時に、運営スタッフとしてお手伝いしていただいてい
るボランティア団体です。また、観光イベントやショッピングセンターなどでのチラシ配布などの周知活動もございます。
（主に土日の活動となりますが、富士山河口湖音楽祭期間中など平日のプログラムもございます。）6月には接遇の基礎研修
（※必修）、下半期には他県の文化ホール視察研修があり、初めての方でも安心してお仕事をしていただける環境づくりを心
がけています。

　河口湖ステラシアター、河口湖円形ホールで開催されるコンサートや学校ミニ演奏
会の際、海外アーティストとの「橋渡し」として、通訳のお手伝いをしていただける方

を募集します。「インタープリター（通訳）」は
登録制となり、公演によって参加募集を行いま
す。また、アーティスト滞在期間中には同行を
お願いする場合がございます。「留学経験があ
る」「海外に住んでいたことがある」「仕事を通
じて習得した」など、あなたの素晴らしい経験
を河口湖ステラシアターや河口湖円形ホールで発揮してみませんか？
　詳細につきましては、河口湖ステラシアターまでお問い合わせください。

河口湖ステラシアターサポーターズクラブ募集
「サポーターズクラブ」とは？？

開場時のチケットもぎり／場内案内／座布団の配布／チラシの折込／プログラム配布やアンケートの回収　など
主なお仕事

お申込
お問合せ

河口湖ステラシアターサポーターズクラブ『通訳スタッフ』同時募集

まずは河口湖ステラシアターサポーターズクラブ事務局までお電話にてご連絡をお願いいたします。
サポーターズクラブ事務局　ＴＥＬ：７２－５５８８［開館時間１０：００～１６：３０　※火曜、祝翌日休館］

毎年夏に開催している富士山河口湖
音楽祭では、一緒に活動するジュニ
アスタッフも募集しています。チラシ
の配布、アンケートの回収など、コン
サートホールでしか体験できないお
仕事がたくさんあります！
対象：小学3年生～高校生
※音楽祭は8月中旬開催予定です。

ジュニア
スタッフ募集

&
♪自然の香りが響きわたる♪ ♪優しい音が湖風に舞う♪

総合お問い合わせ ✆0555-72-5588河口湖ステラシアター
https://www.stellartheater.jp

６月には、お客様案内のプロ
（ホールレセプショニスト）に
よる接遇研修を行っていま
す。就職活動や職場でも活
かせるスキルが身に付きま
す！

コンサート当日には入口
に立ち、チケットのもぎ
りやプログラム配布等の
PR活動をしています！

コンサートのチラシや座布
団の配布も行います！

来場者をおもてなしするた
めに会場周辺の花植えや
清掃を実施しています！
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県などからのお知らせ
News from the prefecture
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※各種イベントや相談会等につきましては、延期又は中止となる場合があります。開催状況等の詳細につきましては各主催者までお問い合わせください。

　令和８年度の富士山自遊大学受講生を募集しています。多種
多彩な講座を開設して、皆様のご参加をお待ちしています。
　詳細は下記問合せ先までご連絡ください。
■募集締切　４月５日(日)
●問合せ　富士山自遊大学事務局(富士吉田市民会館内) 
　　　　　　℡ 0555-23-3100

■科 目　木造建築科・建築塗装科
■期 間　各科、２年間の夜間訓練
■対 象　建設関係事業者に所属する従業員
■月 謝　富士吉田職業訓練協会員 5,000円 
　　　　 会員外 10,000円
■締 切　3月27日(金)
●問合せ　富士吉田職業訓練協会　℡ 0555-22-5214

　支援希望者を募集中です。詳細はウェブサイトまたは事務局
までお問合せください。
■制度名　やまなし人材定着奨学金返還支援
■内　容　大学等在学中に貸与された日本学生支援機構奨学
　　　　　金の総額の2分の1（最大120万円）を8年間で補
　　　　　助。県内市町村が実施する奨学金返還支援制度と
　　　　　も連携。

　農林水産省では、農産物の「温室効果ガス削減への貢献」や
「生物多様性の保全」の取組を分かりやすく等級ラベル（＝み
えるらべる）で表示することで、生産者の環境負荷低減の努力
が消費者に伝わり、農産物を選択できる環境を整える「見える
化」を推進しています。

富士山自遊大学受講者募集

富士吉田職業訓練協会 講座のご案内

令和８年度 普通課程訓練生募集 
　　　　　　～この２年が、未来を切り開く～

山梨県で就職する方の
奨学金返還を支援します！

農産物の環境負荷低減の取組の
「見える化」に取り組んでみませんか？

米、ほうれんそう、白ねぎ、たまねぎ、はくさ
い、キャベツ、レタス、だいこん、にんじん、
アスパラガス、りんご、日本なし、もも、ばれ
いしょ、かんしょ、茶

ミニトマト、いちご

きゅうり、なす、トマト、ピーマン、温州みか
ん、ぶどう

対象品目：24品目（令和8年１月現在）
露　地

施　設
露地・施設

詳しくは   
こちらから☞

【問合先】関東農政局山梨県拠点地方参事官室
　　　　  TEL：０５５－２５４－６０５５（代表）

消費者の
基礎知識 手軽に買えるけど「やめられない」!? 手軽に買えるけど「やめられない」!? 

医薬品の
ネット通販による

●単品を１階限りで購入したつもりが複数個セットでの定期購入契約になっていた。
●「全額返金保証」を受ける条件が思った以上に厳しく、返金を申し出ても返金されない。
●医師から使用しないように言われたのに、定期購入契約を理由に返品・解約できない。

相談事例

富士五湖広域相談窓口・富士吉田市消費生活センター　
℡0555 -22-1577（受付　平日9：00～12：00, 13：00～16：30）
※消費者ホットライン「188」からもつながります。

★早期の対応が必要な方は消費生活センターへご相談ください。

トラブル防止のポイント
★販売サイトに法令に基づく表示事項が記載されているか確認しましょう。
★定期購入になっていないかなど、広告表示や購入画面の記載内容をよく確認しましょう。
★購入前に、本当にその医薬品を使用する必要があるか、さらに、定期購入する必要があるか、自分でよく確認
　しましょう。

■申込期限　3月18日（水）
■申込方法　ウェブサイト『やまなし人材定着
　　　　　　奨学金返還支援』から申込み
●問合せ　やまなし人材定着奨学金返還支援事務局　
　　　　　　　℡ 080-7044-0200

定期購入に注意
！

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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i nformationnformation インフォメーション

　今年は以下の日程で開催します。
■日　時　4月12日(日)
　　　　　11時00分　式典開始
　　　　　16時00分　終演

 富士河口湖町観光連盟では、「第4回ほうとうまつり」を開催
します。
　イベントは、ほうとうの炊き出しの他に、豪華景品が当たる
ほうとうクイズやステージイベント、縁日など盛りだくさん。
　皆様のご来場お待ちしております。
■日　時　3月28日(土) 10時～16時
■会　場　八木崎公園
■料　金　入場無料、ほうとう1杯500円
■内　容　ほうとうの炊き出し、ほうとう作り体験、伸太郎
　　　　　Live、ステージイベント、キッチンカー出店　縁日
　　　　　ほか
※イベントは、気象条件等の状況により予告なく変更もしくは
　中止する場合があります。
●主催・問合せ　(一社)富士河口湖町観光連盟
　　　　　　　　　℡ 0555-28-5177　

　あいさつや立ち居振る舞いなど、身につけているはずのこと
が慌ただしい毎日でついおざなりになっていませんか？
　心をこめて丁寧に、日々の所作を意識してみることで、あな
たの素敵が磨かれます。
■日　時　４月２５日(土) (偶数月の第4土曜日予定)
■場　所　富士吉田市民会館３階 会議室 ほか
■参加費　無料（資料代1,000円）
■定　員　15名
●申込み・問合せ
　現代礼作法蘆田會　専任講師 小俣 隆子
　　℡ 080-5657-0112

　

　食べている全ての人に届けたい「食」のあれこれ。

　自身も家族も健康で豊かに過ごしていける世界を少し覗い
てみませんか！
■日　時　3月19日(木)　13時30分～14時30分
■会　場　中央公民館　和室
■講　師　加工食品診断士・幼児食インストラクター・上級食
　　　　　育アドバイザー
　　　　　内藤　愛（ないとう　あい）さん
■対　象　就学前までの親子
■参加費　無料
■問合せ・申し込み
　　参加人数を把握したいので、ショートメールでも結構です
　ので、ご連絡ください。当日参加も大歓迎です。
　　子育て応援団ポッポ　事務局　佐藤安子　
　　　℡ 090-1102-5352

■日　時　4月25日(土) 12時～13時30分
■場　所　中央公民館　地下和室
■対　象　町内在住の小学生まで
　　　　　(低学年以下は保護者同伴。同伴者は高校生以上)
■料　金　小学生以下無料　保護者300円
■メニュー　カレーライス(盛替え自由)+おいしいおみやげ付
■定　員　80人(要事前申込。1家族につき保護者込3人まで)
■申込期限　４月２０日(月)
●主催・申込み・問合せ
　ふじざくら(フードバンク山梨協力団体)
　　℡ 090-4110-2203(倉澤) 10時～16時

■場　所　シェアスペースかかし
　　　　　（旧ふたば薬局:船津5247-2）
■日　時　3月15日（日）
　　　　　食堂（11時～13時30分）　
　　　　　教室（12時～14時）
■料　金　こども100円　おとな300円
　調理や盛り付け、学習支援にご協力いただける方ご連絡くだ
　さい。（年齢不問）

■日　時　3月9日（月）　17時～19時頃まで
●問合せ　NPO法人富士と湖とかかしの里
　　　　　　℡ 0555-72-2989
　　　　　　E-mail npokakashi@gmail.com
※食堂メニューやフードパントリーの配布品は、
　　　LINEでお知らせしています。

第4回ほうとうまつり開催！

こども食堂「ふじざくら」

礼儀作法講座のご案内

船津地区 金比羅神社例祭 
日程のお知らせ

子育て応援団ポッポ企画
子育てに大切な「食」講座開催の
ご案内

ニコニコかかし食堂・教室

「にじいろフードパントリー富士山」

食を変えれば未来が変わる！
　　　　　　～食べることは、生きること～
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世
界の
料理
教室・国際交流協会交流会を

世
界の
料理
教室・国際交流協会交流会を開催しました！

　富士河口湖町国際交流協会は、広く町民の国際的な視野と感覚を高め、地域に根ざした国際交流
をすすめていこうと平成16年に発足した団体です。現在個人会員は約30名、法人会員は４団体です。
　国際交流協会では様々なイベントや文化交流体験を開催しています。国際交流に興味のある方、気軽に参加してみたい
方、この機会にぜひ入会してみませんか？外国語が話せなくても大丈夫！みなさんのご応募をお待ちしています ♪

　1月31日（土）中央公民館において「世界の料理教室×国
際交流協会交流会」を開催し、32名が料理を通じて交流しま
した。
　今回はふじやま国際学院のフィリピンの留学生、イエレン
さんとレイさんを講師にお迎えし、フィリピン料理の「ビコー
ルエクスプレス（フィリピンのココナッツ風肉煮込み料理）」と
「トゥロン（バナナの揚げ春巻き）」を作りました。

　その後、講師の2人にフリッジさんとジョリンさんを加え、
フィリピンの留学生4名とふじやま国際学院の齊藤校長先生
によるトークタイムがあり、日本での生活や将来についてお
話を聞きました。また、ビンゴゲームも行い、参加者が持ち寄
った景品を通して、終始和やかな雰囲気で交流を深めること
ができました。

富士河口湖町国際交流協会会員募集中！

【問合せ】 政策企画課 国際担当　TEL 0555-72-1129

【令和７年度の主な活動】 総会、研修参加、まちフェス出店、日本のお祭りイベント開催、世界の料理教室開催
【年会費】 個人会員1,000円（高校生以下無料）　法人会員10,000円

写真中央：レイさん

写真左から、齊藤校長、ジョリンさん、レイさん、
フリッジさん、イエレンさん

写真右側：イエレンさん
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地域防災課防災係　℡ ７２－１１７０　/　山梨県市町村総合事務組合業務課　℡ ０５５－２３５－３２３７

についてのお知らせ
　当制度への長期にわたるご支援、ご協力に感謝申し上げますとともに、制度廃止についてご理解いただきますようお願
い申し上げます。廃止について、詳しくは右のQRコードから山梨県市町村総合事務組合ホームページをご覧ください。

　令和７年度までの共済加入期間中に発生した交通災害（交通事故による災害）の見舞金は、交通
災害が発生した日の翌日から２年以内であれば、令和８年度以降も請求可能です。請求期限日に町
役場が休みの場合は、休みの前日までです。請求期間経過後の請求は無効になります。治療継続中で
あっても２年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。治療が終了していてまだ請求し
ていない方はお早めにお願いします。

　「交通事故直後に１日通院した」など、実治療日数（通院日数と入院日数を合算した日数）１日から見舞金を請求でき、
また、自動車保険等の利用有無や負担割合等に関わらず請求できます。「自転車運転中に誤って転倒し、ケガで通院した」なども見舞
金請求の対象となる場合がありますが、交通災害や治療の個別のケースによって異なります。見舞金の支給金額についても、治療内容
や警察への交通事故届出有無等により異なりますので、くわしくは下記までお問い合わせください。

令和８年度分の募集はありません。交通災害共済は廃止となります。

見舞金請求をお忘れではありませんか？ ２年以内なら今後も請求可能

※令和７年度分の加入は、町役場地域防災課窓口で受付中です。共済期間は加入翌日から令和８年３月３１日までと大変短い
　ですが、掛金は現金のみで１人５００円です。

～富士吉田警察署より～交通安全ミニ講座
　自転車の交通違反にも「青切符」

第19回

　令和８年４月１日から、違反の実情に即して、自転車の
一層の安全な利用のための指導警告や、「赤切符」等に
よる処理に加え「青切符」による処理が行われます。
　青切符による処理とは交通反則通告制度のことで、一
定の交通違反について一定期間内に反則金を納めると、
刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が終結す
る制度です。
　自転車の青切符処理は16歳以上が対象となります。自
転車通学の高校生などは、特に注意が必要です。16歳未
満は対象外ですが、危険行為に対する指導や警告は行わ
れます。「車両」の運転者としての自覚と責任を持ち、今
まで以上に交通ルールをしっかり守りましょう。

自転車の交通違反取締りの流れ

反則金納付 刑事手続きへ
（手続き完了）

　交通ルールを守ることが、自分の命と他の方の命を守ることにつながります。この機会に自転車の運転について
見直してみましょう。

事故に直結する
行為をした場合
事故に直結する
行為をした場合

反則金を納付しない反則金を納付しない

（裁判など）罰則の適用

反則行為 非反則行為
（特に悪質・危険な違反行為）

交通反則切符（青切符）交付
交通切符（赤切符）交付

指導警告

携帯電話使用等（保持）「ながらスマホ」

並進禁止違反
軽車両乗車積載制限違反

信号無視（赤色等）
通行区分違反（歩道通行等）
指定場所一時不停止等

信号を守らないこと

車道進行の原則・左側通行の原則に従わないこと

一時停止標識のある交差点での一時停止をしないこと

自転車の並進は禁止

二人乗りの禁止

携帯電話やスマートフォンなどでの通話、表示された
画像を注視すること

傘さし運転・イヤホン使用の禁止
　　　　（まわりの音が聞こえない状態）等公安委員会遵守事項違反

反則行為の例
12,000円

3,000円
3,000円

6,000円
6,000円
5,000円
5,000円

反則金

富士吉田警察署交通課　℡：0555-22-0110 ／ 地域防災課防災係　℡：0555-72-1170

従わない場合従わない場合

主な違反の反則金
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お問い合わせ　■大学事務室　℡ 0555-83-5200（代表）

健康科学大学の「旬」な情報を　　毎月発信いたします健康科学大学の「旬」な情報を　　毎月発信いたします健康科学大学の「旬」な情報を　　毎月発信いたします

ホームページはこちらから！
Instagram，LINE，でも
情報配信しています。

ホームページはこちらから！
Instagram，LINE，でも
情報配信しています。

―東日本大震災（平成23年3月）―　（仙台市泉区30代 女性　会社員）

自宅も職場も普段の備えが必要だと実感

一日前
プロジェクト

災害を体験した方の
エピソード

 内閣府
「一日前プロジェクト」

https://www.bousai.go.jp/
kyoiku/keigen/ichinitimae/

地域防災課　防災係
TEL 72-1170

…………………………………

…………………………………

　平日の日中に発生したため、職場や家にいる家族との連絡
がなかなかつかず不安な気持ちになったのが、一番最初に思
ったことでした。
　電車などの交通機関がすべて機能しない状態で、当日は家
に帰ることができず余震の続くなか職場で一晩を過ごしまし
た。電気・ガス・水道すべてストップした状態で、電話も混線状
態のなか情報を得るためにラジオをつけましたが、普段使用しない単2電池の予備がなくてい
つ切れるか不安でした。
　今後のことを考えて、緊急時に使用する電気製品は比較的買い置きが多い単3電池を使用で
きるものを選ぶか、普段使わないタイプの電池でも買い置きをしておくべきだと思いました。普
段から飲み水はまとめて購入していたものの、今回のように長期的に水道が使用できなくなる
と非常に困るので、下水に利用できる水をためておくことも必要だと痛感しました。お風呂の水
もすぐに捨てないで残しておいたり、余震で停電があったときも、まずは水が出るうちにためる
ことを優先するようになりました。震災後、ガソリンの入手に困ったこともあり、最近はガソリ
ンが残り半分になるとすぐに給油するようにしています。
　今回の震災を経験して一番思うことは、備えておいて困ることはないということです。普段、
疎かにしがちなことですが、いざというときに本当に困るのは自分です。自宅だけではなく、職
場にもある程度の備えが必要だとも感じました。

【課外活動】2025年度下田臨海実習を実施しました
　1月20日（火）～23日(金)の日程で、静岡県下田市にある筑波大学下田臨海実験センターにて、本学主催の臨海実習を行いまし
た。本年度は、本学リハビリテーション学科（1年生3名、3年生2名、4年生1名）及び山梨大学医学部卒（1名）が参加いたしました。
　1日目に鍋田湾での磯採集、2日目に船に乗船し下田沖でのプランクトン採集を実施しました。3日目には、採集した海洋生物の
分類や自分で考えた実験をまとめて、研究発表会を行いました。 
　参加した学生からは「海の生物が治療薬などの形で医療分野と深く関わっていることを、実体験を通して学ぶことができまし
た」、「専門分野とは直接関係のない実習ではありましたが、視野を広げる良い機会となり、今後の理学療法の学びにも生かして
いきたいと思います」などと感想が述べられました。今回の臨海実習を通して、生物の多様性を理解できたこと、さらに専門分野
外のことを対象とした研究活動に向き合えたということが、参加した学生にとって大変貴重な経験となりました。臨海実習実施に

あたりご協力いただきました、筑波大学下田臨海実験センター、山梨大学解剖学講座構
造生物学教室の先生方ならびに関係するスタッフの方々に深く感謝申し上げます。



広報 292026年 3月号

※各種相談につきましては、延期又は中止となる場合があります。開催状況等の詳細は各実施者までお問い合わせください。

相談専用ダイヤル ℡0555‒22‒1577

― 戸籍に関する届出についてのお問い合わせは、住民課（℡ 0555-72-1114）までお願いいたします  ―

お子さん　　　　　　父　　　　 母

おめでた（出生）

ダハル パルシタ　　　　　・　　　　船津
鈴木　結葵　　伸　能・早　紀　船津

渡辺　登久　　純　平・実代子　船津

大畑　鳳守　　裕　太・実　生　船津

田中　莉緒　　伸　明・沙弥香　小立

相澤　　周　　凌　英・なのみ　小立

羽田　太陽　　僚太朗・美　波　小立

金山　空楽　　　順　・靖　子　小立

カヤスタ  シヤンシュ　　　　　・ライ  アヌ　河口
梶原　碧壱　　裕　也・光　南　河口

海野　心音　　桂　太・利　恵　勝山

塩谷　美月　　朋　之・　望　　西湖
　原　朱珠　　昌　幸・彩　美　富士ヶ嶺

外川　玉子　91歳　外川　　昇　船津
小林　幸雄　91歳　小林　茂幸　船津
小佐野石江　89歳　梶原　良紀　船津
外川　亀雄　96歳　外川　清久　船津
渡邊　澄江　83歳　渡邊　　啓　船津
井出　秀夫　71歳　井出　　剛　船津
堀内　建次　90歳　三田恵利佳　小立

板山　　榮　81歳　板山　勝巳　小立
古屋　永喜　99歳　古屋　良夫　小立
小佐野美智子　75歳　小佐野尊德　小立
堀内　康輝　31歳　堀内　房範　大石
伊藤　隆夫　79歳　伊藤　完一　河口
渡邊　　保　88歳　渡邊　洋一　河口
早川　澄雄　94歳　早川　弘之　河口
中村　恵子　74歳　中村　保美　河口
渡辺小夜子　93歳　三木　　廣　西湖西
渡邊たか子　95歳　渡邊　勇人　精進

外川　大貴　 ＝　 宮澤　日菜　船津

3月11日㊌  研修室
3月25日㊌  104会議室

4月3日㊎  ９時～１１時３０分

相談料
無料

27,112人
(−27)

 

12,223　
(±0)

13,758人
(−16)

13,354人
(−11)

人口

男

女

世帯 世
帯

2月１日現在の
人口・世帯

●開催日：毎月１回　第３水曜日　
●開催時間：13時～16時
●場　所：富士山駅ビル
　　　　　ショッピングセンター
　　　　「Q-STA（キュースタ）」
　　　　 地下1階（富士吉田市上吉田2‒5‒1）
●相談内容：相続・遺言・成年後見・登記に関する
　　　　　　　  相談／家・土地に関する相談
　　　　　　　  会社に関する相談／借金・日常生活
　　　　　　　  のトラブルに関する相談
　　　　　　　 その他、各種相談に対応致します。
　　　　　　　 ※書類の作成指導・審査はお受け
　　　　　　　　 できません。　
●予約制：予約受付時間 月～金曜
　　　　  （祝祭日は除く） 9時～17時
●お問い合わせ先：
　山梨県司法書士会総合相談センター　
　　　　　　　TEL055－253－2376

司法書士無料相談

こころの健康相談統一ダイヤル
（自殺防止電話相談） ０５７０－０６４－５５６

おこなおう　  まもろうよ　 　こころ

結婚相談日

自殺予防のための相談

●相談日：4月5日㈰　　●時　間：10時～12時　
●場　所：町民福祉館ふじやま ２階　　●問合せ：町社協（72ｰ1430）
●要予約：1週間前までに予約してください。　
●その他：写真、身分証を持参することと、なるべくご本人が来所してください。

　富士河口湖町結婚相談所では、毎月１回「結婚相談日」を
設けています。お気軽にご利用ください。

　「生きているのがつらい」、「消えたい」、「生活上の問題」などで悩
まれている方、対応の仕方が分からないご家族の方、相談できずに苦し
んでおられる方、あなたの気持ちをお聴かせください。自殺に
関する相談を365日24時間体制（平日12時～13時を除く)で
お受けします。まずはご相談ください。秘密は守られます。

※相談日の４日前までに政策企画課 ℡ 72-1129まで
　連絡してください。相談は、1人20分間です。

富士吉田市役所　東庁舎1階
月～金曜日（祝日を除く）
9時～12時、13時～16時30分

多重債務相談　消費者問題相談 ほか

男性のための電話相談です。
産業カウンセラーがお話しを伺います。

家族関係、職場の人間関係、
身体のこと、パートナーとの関係 ほか

富士吉田市消費生活センターへ
消費者問題のお悩みは

問合せ・申込み先　政策企画課 0555-72－1129

相談時間:13時30分～／14時30分～

女性なんでも相談のお知らせ
毎月第２･第４水曜日

就業相談について
生活困窮者・母子世帯等の

男性総合相談
ぴゅあ総合

実施日 3月20日（金･祝）

●相談は全て予約制です●

相談日時
毎月第１日曜日
13時～17時

℡055-225-3067※消費者ホットライン「188」からも
　つながります。

※予約のない会場は、相談窓口を設置しません。
　必ず事前にご予約をお願いします。

※弁護士相談のみ、町公式ＬＩＮＥからも予約
　が出来ます。

●町民福祉館ふじやま
●勝山ふれあいセンター
●足和田出張所
●上九一色出張所

10時～12時
13時～15時
13時～15時

13時～14時40分

●町民福祉館ふじやま
●勝山ふれあいセンター

10時～12時
13時～15時

行政相談
心配ごと相談

弁護士相談
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

　町では、毎月5日（5日が休日の場合
はその前または後の平日）に
ハローワークが出張しての
就業相談を実施しています。

場　所：町役場１０２会議室
対象者：生活保護受給者・生活困窮者・
　　　  母子世帯
お気軽にご相談ください。

女性相談員が対応します。
相談は予約制（無料）です。
相談日の2日前までに
お申込ください。

渡辺久美子 ℡72-2849
流石　  文 ℡83-2807
三浦　吉彦 ℡82-2047

町の行政相談委員さん

おめでた・おくやみ・おしあわせに〈1/14～2/9 届出〉

納期限　令和８年３月３１日（火）（口座振替日） 
　　　　◎国民健康保険税８期・介護保険料８期

今月の納税等

カヤスタ  
サロジュ

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

ダハル
プラカス

スルケティ　
ダハル ソビタ

ゆ　き
す　ず
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たいよう

あまね
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☎２３-４４４４ （富士五湖消防本部テレフォンサービス）
☎055-224-4199 （山梨県救急医療情報センター） 24時間対応

富士河口湖町とツェルマット（スイス）は、姉妹都市提携をしています。

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

グリーン購入法に適合した用紙を使用しています。

休日・夜間の救急医の問い合わせ先

No.268
2026.3
広

報

3

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

FCふじざくら山梨　 https://www.fujizakura-sc.jp/

「世界で通用するプレイングワーカーを育てるチームになる。」 〜競技でも一流、社会でも一流〜

GO WITH YOU!!
2026シーズン、共に1部昇格を目指して戦う新入団選手全9名をご紹介！

広告内容のお問い合せは、広告主までお願いします。有料広告

①生年月日  ②出身  ③ポジション  ④ニックネーム  ⑤得意なプレー  ⑥趣味

2 高村 ちさと（たかむら ちさと）
①1994年
　　6月10日

②山梨県
　　山中湖村

③DF

④ちー

⑤スペース
　　への配給

⑥サウナ

①2006年
　　6月23日

②大阪府
　　豊中市

③MF

④てら、こは

⑤パス、
　　ミドルシュート、
　　ヘディング

⑥サウナ

8 大矢 歩（おおや あゆみ）
①1994年
　　11月8日
②群馬県
　　みどり市
③FW
④あゆみ
⑤一瞬の裏へ
　　の抜け出し
⑥カメラGRⅢx
　　で家族や
　　風景を撮る
　　こと

16 奈良 美沙季（なら みさき）

20寺田 心春（てらだ こはる） 21 林 知奈（はやし ちな） 22石井 音羽（いしい おとは）

23松浦 舞帆（まつうら まほ） 24 ワイアット 漢乃（わいあっと あやの） 41 内藤夏鈴（ないとう かりん）

①1992年
　　4月22日

②埼玉県
　　寄居町

③DF

④なっちゃん

⑤左足のキック

⑥読書、
　　カフェ巡り

①2003年
　　9月10日

②兵庫県
　　神戸市

③FW

④ちな

⑤ミドルシュート

⑥ドラマ鑑賞

①2003年
　　7月21日

②東京都
　　足立区

③DF

④おと

⑤インター
　　セプトからの
　　攻撃参加

⑥ディズニーに
　　行くこと

①2006年
　　10月30日

②福島県
　　桑折町

③GK

④まほ

⑤ロングキック

⑥自然を
　　見に行く

①2003年　
　　8月6日

②アメリカ
　　テキサス州
　　ダラス

③FW

④あや

⑤背後をとる
　　うごき

⑥料理、筋トレ

①1999年
　　8月22日

②北海道
　　恵庭市

③MF

④かー坊

⑤ハードワーク

⑥温泉巡り、
　　ランニング


